
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
六
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

(1
)
 

最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
平
成
一
九
年

（二
0
0
七
年
）
末
ま
で
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
の

一
覧
、
最
高
裁
に
お
い
て
そ

(2
)
 

の
後
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
の
補
遺
と
し
て
、
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
六
年

（二
0
一
四
年
）
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た

い
。
い
ず
れ
も
、
最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事
（
裁
判
集
刑
、
集
刑
）
三

一
三
号
乃
至
三

一
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(3
)
 

な
お
、
死
刑
選
択
基
準
に
関
す
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
著
を
ご
莞
い
た
だ
き
た
い
。

一
、
紹
介
方
法
及
び
凡
例

紹
介
方
法
及
び
凡
例
は
、
先
に
紹
介
し
た
一
覧
と
同
様
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
被
殺
者
数
三
名
以
上
の
事
案
、
被
殺
者
数
二
名
、
被
殺
者
数

一
名
の
事

案
に
分
け
て
紹
介
す
る
。
ま
た
、
被
殺
者
数
二
名
及
び
被
殺
者
数

一
名
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
死
刑
選
択
基
準
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
た

事
案
の
概
要
は
、
確
定
し
た
判
決
の
判
決
文
に
よ
っ
た
。
審
級
間
で
量
刑
が
異
な

っ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
、
審
級
ご
と
に
判
示
さ
れ
た

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
六
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

量
刑
事
情
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

た
め
、
犯
行
の
目
的
別
に
分
類
し
た
。

〔
資
料
〕

＞、、オ

田

（ニ

―
九

0
)

憲

史



【

3
1
29】

な
し
。
捜
壺
段
階
終
盤
か
ら
放
火
を
否
認
、
真
摯
な
反
省
の
態
度
な
し
。

個
室
ビ
デ
オ
店
に
お
い
て
自
殺
を
図
ろ
う
と
放
火
、

【

1
6
1
2】

Li
こ
無
期
懲
役
で
服
役
後
、
仮
出
獄
・
仮
釈
放
中
の
犯
行

J
ぃ
犯
行
当
時
少
年

＊
判
決
順
の
番
号
は
、
永
山
事
件
第

一
次
上
告
審
判
決
以
降
の
通
し
番
号
と
す
る
。

【

5
I
8】

二
、
被
殺
者
三
名
以
上
の
事
案

最
判
平
二
六
年
三
月
六
日
裁
判
集
刑
三
一
三
号

一
七
頁

一
六
名
を
殺
害。

店
舗
は
全
焼
。
多
数
の
死
者
が
出
る
こ
と
を
確
定
的
に
は
認
識
せ
ず
。
前
科

最
判
平
二
六
年
三
月
一
四
日
裁
判
集
刑
―
―
二

三
号
二
三
五
頁

（ニ

―
八
九
）

【
4
_
1
3
】
最
判
平
―
二

年
七
月
一

0
日
裁
判
集
刑
一
一九
七
号
五
九
頁
、
【

4
1
2
1
】
最
判
平
二
五
年
六
月
七
日
裁
判
集
刑
三

―
一
号
一
頁
の
共
犯
者
。

対
立
す
る
暴
力
団
の
元
幹
部
を
殺
害
し
よ
う
と
ス
ナ
ッ
ク
で
拳
銃
を
発
射
さ
せ
、

せ
る
殺
人
未
遂
。
発
砲
事
件
に
関
与
し
た
組
員
が
命
令
に
従
わ
な
く
な

っ
た
こ
と
か
ら
、
制
裁
及
び
口
封
じ
の
た
め
、
射
殺
さ
せ
る
。
他
に
火
炎
瓶
に

よ
る
放
火
、
拳
銃
発
射
に
よ
る
殺
人
未
遂
等
。
共
犯
、
暴
力
団
組
長
と
し
て
首
謀
、
実
行
犯
ら
に
具
体
的
指
示
。
組
織
性
、
計
画
性
。
暴
力
団
組
織
の

幹
部
が
一
部
の
遺
族
と
和
解
。
責
任
回
避
の
言
動
に
終
始
、
真
摯
な
反
省
の
情
な
し
。

最
判
平
二
六
年
九
月
二
日
裁
判
集
刑
三
一
四
号
二
六
七
頁

第
一
審
裁
判
員
裁
判
、
裁
判
員
裁
判
で
死
刑
が
言
渡
さ
れ
た
事
件
で
初
め
て
最
高
裁
で
死
刑
判
決
が
確
定
。
高
利
貸
し
を
中
心
と
す
る
事
業
グ
ル
ー

【
被
殺
者
数
—
|
同
一
被
殺
者
数
・
同
一
類
型
中
の
判
決
順
】

《
凡
例
》

関

法

第

六

五

巻

六

号

一
般
客
三
名
を
含
む
四
名
を
殺
害
、
元
幹
部
ら
二
名
に
重
傷
を
負
わ



プ
の
専
務
を
昏
睡
状
態
に
陥
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
妻
に
不
審
を
抱
か
れ
た
た
め
、
同
女
を
ロ
ー
プ
で
絞
殺
、
昏
睡
状
態
の
専
務
と
就
寝
中
の
会
長
を

同
様
に
絞
殺
、
現
金
約
四

0
0
万
円
を
強
取
、
死
体
遺
棄
。
従
業
員
ら
で
共
謀
、
準
備
段
階
の
当
初
か
ら
主
導
者
の
相
談
相
手
、
専
務
の
妻
と
会
長
の

殺
害
を
実
行
、
利
益
配
分
に
も
与
る
、

重
要
で
必
要
不
可
欠
な
役
割
。
主
導
者
も
死
刑
判
決
を
受
け
て
上
告
中
、
従
属
的
な
共
犯
者
は
第
一
審
で
死
刑

判
決
を
言
渡
さ
れ
る
も
、
控
訴
審
で
破
棄
自
判
さ
れ
て
無
期
懲
役
と
さ
れ
、
上
告
審
で
も
維
持
さ
れ
て
確
定

（
最
決
平
二
七
年
二
月
九
日
公
刊
物
未
登

載、

L
E
X
¥
 D
B
登
載
）

。
綿
密
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
計
画
性
。
会
長
宅
で
住
込
み
で
働
く
も
、
給
料
の
不
当
な
天
引
き
や
暴
力
的
扱
い
に
我
慢
を
強

最
判
平
二
六
年
一

0
月
一
六
日
裁
判
集
刑
三
一
五
号
八
七
頁

第
一
審
裁
判
員
裁
判
。
義
母
と
の
同
居
生
活
か
ら
逃
れ
た
い
と
思
い
悩
ん
だ
末
に
、
長
男
の
頸
部
を
両
手
で
締
め
付
け
て
瀕
死
の
状
態
に
し
た
上
で
、

浴
槽
の
水
中
に
沈
め
て
窒
息
死
さ
せ
殺
害
、
死
体
遺
棄
。
妻
の
頸
部
を
洋
包
丁
で
刺
突
し
た
上
で
、

し
て
脳
挫
滅
に
よ
り
殺
害
。
義
母
も
同
様
に
ハ
ン
マ
ー
で
殺
害
。
強
殺
で
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
装
。
義
母
か
ら
理
不
尽
な
非
難
を
向
け
ら
れ
る
等
、
同

情
の
余
地
。
遺
族
が
厳
し
い
処
罰
感
情
。
前
科
な
し
、
犯
罪
性
向
強
い
と
は
言
え
な
い
。
反
省
。

三
、
被
殺
者
二
名
の
事
案

最
判
平
二
六
年
―

二
月
一

第
一
審
裁
判
員
裁
判
。
同
棲
中
の
不
倫
相
手
に
無
断
で
使
い
込
ん
だ
約
九
九

0
万
円
の
返
済
を
迫
ら
れ
た
た
め
、
債
務
の
支
払
を
免
脱
し
よ
う
と
頸

部
を
両
手
で
圧
迫
し
て
窒
息
死
さ
せ
て
強
殺
。
四
年
四
か
月
後
、
別
れ
話
の
も
つ
れ
か
ら
、
別
の
不
倫
相
手
の
頸
部
を
両
手
で
圧
迫
し
て
窒
息
死
さ
せ

て
殺
害
、
死
体
遺
棄
。

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
六
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

【

2
C
1
5
0】

い
そ
の
他
の
利
欲
目
的

日
裁
判
集
刑
三

一
五
号

一
九
五
頁

一
人
目
の
不
倫
相
手
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
等
を
使
っ
て
約
二
三
五
八
万
円
を
引
き
出
す
等
し
た
窃
盗
、
有
印
私
文
書
偽
造
、

【

3
1
3
0】

い
ら
れ
て
き
た
事
情
。
両
親
が
慰
謝
の
措
置
。
反
省
。

（ニ―

八
八
）

ハ
ン
マ
ー
で
後
頭
部
を
殴
打
し
て
頭
蓋
骨
を
粉
砕



同
行
使
、
詐
欺
゜

害
後
の
犯
情
悪
い
。
遺
族
の
処
罰
感
情
厳
し
い
。
謝
罪
の
意
思
、
反
省
の
態
度
。

最
判
平
二
六
年
六
月
一
三
日
裁
判
集
刑
三
一

四
号

一
頁

極
め
て
高
い
計
画
性
、
周
到
な
準
備
。
罰
金
前
科
以
外
の
前
科
な
し
。
社
会
へ
衝
繋
゜

四
、
被
殺
者
一
名
の
事
案

（ニ

―
八
七
）

一
人
目
の
不
倫
相
手
は
ド
ラ
ム
缶
に
入
れ
ら
れ
、
五
年
後
に
発
見
、
遺
体
は
死
蝋
化
。
い
ず
れ
も
計
画
性
な
し
、
突
発
的
犯
行
。
殺

子
ど
も
の
頃
に
飼
い
犬
が
殺
処
分
に
あ
っ
た
こ
と
等
の
仇
討
ち
の
考
え
を
抱
き
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
厚
生
労
働
行
政

一
般
に
対
す
る
不
満
等
を
募

ら
せ
、
元
厚
生
労
働
事
務
次
官
と
妻
を
包
丁
で
刺
突
し
て
殺
害
。
別
の
元
厚
生
労
働
事
務
次
官
の
妻
を
刺
突
し
て
殺
人
未
遂
、
重
篤
な
後
遺
症
を
負
わ

せ
る
。
元
社
会
保
険
庁
長
官
で
元
最
高
裁
判
事
の
自
宅
近
辺
に
刃
物
等
を
積
み
込
ん
だ
自
動
車
で
赴
く
殺
人
予
備
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
違
反
。

(
1
)

拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
（
裁
判
集
刑
二
九
二
号
ま
で
）
」
関
西
大
学
法
学

論
集
五
九
巻
一
号
（
二
0
0九
）
一
〇
九
頁
以
下
。
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
す
る
死
刑
判
決
の
一
覧
と
し
て
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
第

二
次
世
界
大
戦
終
戦
後
に
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
し
て
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
二
号
（
二
0
0九
）
一

四
四
頁
以
下
。

(2
)

拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
0
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
六
号
（
二
0
0
九
）
一

0
0
頁
以
下
、
同

「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
ニ

―
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六

0
巻
六
号
（
二
0
-
―
)
五
九
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁

に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
（
付
．
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
言
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決
一
覧
）
」
関
西
大
学

な
し
。

【

2
e
1
1
7】

い

愛

憎

ほ

か

関

法

第

六

五

巻

六

号

四



＊
 

法
学
論
集
六
一
巻
六
号
（
二
0

1
•
―)
一
八
四
頁
以
下
、
同

「最
高
裁
に
お
い
て
平
成

二
三
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
（
付
．
裁
判
員
裁
判

に
お
い
て
平
成
二
＿
二
年
に
言
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決

一
覧
）
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六
二
巻
六
号
（
二
0
一
三
）
一
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い

て
平
成
二
四
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六
四
巻
一
号
（
二
0
一
四
）
七
五
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二

五
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六
四
巻
六
号
（
二
0
一五）

二
九
頁
以
下
。
最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第

一
次
上
告

審
判
決
以
降
平
成
二
0
年
（
二
0
0
八
年
）
末
ま
で
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
拙
著

『死
刑
選
択
基
準
の
研
究
』

（関

西
大
学
出
版
部
、

二
0
1
0
)
二
0
三
頁
以
下
。

(3
)

拙
著
・
前
掲
注
(
2
)
。

判
例
資
料
の
収
集
に
あ
た
っ
て
、
関
西
大
学
図
書
館
閲
覧
参
考
課
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
カ
ウ
ン
タ
ー
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を

表
し
ま
す
。

最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
六
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

五

（ニ
―
八
六
）


